
松阪市告示第８５号 

悪臭防止法（昭和46年法律第91号）第３条の規定に基づく工場その他の事業場（以

下「事業場」という。）における事業活動に伴って発生する悪臭原因物の排出（漏

出を含む。）を規制する地域の指定及び第４条の規定に基づく規制基準を次のよう

に定め、平成２４年４月１日から施行する。 

 

平成２４年３月３０日   

松阪市長 山 中 光 茂 

  

悪臭防止法第３条の規定に基づく工場その他の事業場における事業活動に伴って発生

する悪臭原因物の排出を規制する地域及び第４条の規定に基づく規制基準 

１ 規制地域 

本市の区域のうち、都市計画法（昭和43年法律第100号）第７条第１項の規定

に基づく市街化区域（以下「市街化区域」という。）並びに市場庄町、嬉野一

志町、嬉野井之上町、嬉野岩倉町、嬉野上野町、嬉野小原町、嬉野上小川町、

嬉野神ノ木町、嬉野釜生田町、嬉野川北町、嬉野川原木造町、嬉野黒田町、嬉

野黒野町、嬉野小村町、嬉野合ケ野町、嬉野権現前町、嬉野算所町、嬉野島田

町、嬉野下之庄町、嬉野須賀町、嬉野須賀領町、嬉野滝之川町、嬉野田村町、

嬉野町、嬉野津屋城町、嬉野天花寺町、嬉野中川町、嬉野新屋庄町、嬉野野田

町、嬉野八田町、嬉野平生町、嬉野堀之内町、嬉野見永町、嬉野宮古町、嬉野

宮野町、嬉野森本町、嬉野矢下町、嬉野薬王寺町、小津町、小野江町、笠松町、

上ノ庄町、喜多村新田町、久米町、五主町、小舟江町、曽原町、中ノ庄町、中

林町、中道町、西肥留町、甚目町、肥留町、星合町及び舞出町の市街化区域以

外の区域 

 

２ 規制基準 

(１)事業場における事業活動に伴って発生する特定悪臭物質を含む気体で当該事業場

から排出されるものの当該事業場の敷地の境界線の地表における規制基準 

 特定悪臭物質名 規制基準  

 アンモニア 大気中における含有率が100万分の１  

 メチルメルカプタン 大気中における含有率が100万分の0.002  

 硫化水素 大気中における含有率が100万分の0.02  

 硫化メチル 大気中における含有率が100万分の0.01  

 二硫化メチル 大気中における含有率が100万分の0.009  



 トリメチルアミン 大気中における含有率が100万分の0.005  

 アセトアルデヒド 大気中における含有率が100万分の0.05  

 プロピオンアルデヒド 大気中における含有率が100万分の0.05  

 ノルマルブチルアルデヒド 大気中における含有率が100万分の0.009  

 イソブチルアルデヒド 大気中における含有率が100万分の0.02  

 ノルマルバレルアルデヒド 大気中における含有率が100万分の0.009  

 イソバレルアルデヒド 大気中における含有率が100万分の0.003  

 イソブタノール 大気中における含有率が100万分の0.9  

 酢酸エチル 大気中における含有率が100万分の３  

 メチルイソブチルケトン 大気中における含有率が100万分の１  

 トルエン 大気中における含有率が100万分の10  

 スチレン 大気中における含有率が100万分の0.4  

 キシレン 大気中における含有率が100万分の１  

 プロピオン酸 大気中における含有率が100万分の0.03  

 ノルマル酪酸 大気中における含有率が100万分の0.001  

 ノルマル吉草酸 大気中における含有率が100万分の0.0009  

 イソ吉草酸 大気中における含有率が100万分の0.001  

(２)事業場における事業活動に伴って発生する特定悪臭物質を含む気体で当該事業場

の煙突その他の気体排出施設から排出されるものの当該施設の排出口におけ

る規制基準 

悪臭防止法施行規則（昭和47年総理府令第39号）第３条に定める方法により

算出して得た流量とする。 

(３)事業場における事業活動に伴って発生する特定悪臭物質を含む水で当該事業場か

ら排出される排出水に含まれるものの当該事業場の敷地外における規制基準 

悪臭防止法施行規則第４条に定める方法により算出して得た濃度とする。 


